
船舶事故調査報告書 

令和２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年９月１６日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 東京都大島町岡田港 

岡田港防波堤灯台から真方位１９０°３１０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４７.４′ 東経１３９°２３.３′） 

事故の概要  押船第五広
こう

進
しん

丸は、起重機船第八広
こう

進
しん

丸と押船列を構成して着岸操

船中、第八広進丸が浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年９月２０日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第五広進丸、１９トン 

２８２－１６２３２高知、山本建設株式会社（Ａ社） 

Ｂ 起重機船 第八広進丸、総トン数なし（長さ６３.０ｍ） 

なし、Ａ社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷中央部外板に破口、右舷船首部外板等に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北北東、風力 ６、視程 約１km 

海象：波高 約３ｍ 

大島町には、９月１３日１０時１２分に波浪注意報が、１５日０４

時１２分に強風注意報が発表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長ほか３人が乗り組み、作業員３人を乗せ、Ｂ船の船尾

凹部にＡ船の船首部を嵌
かん

合して押船列（以下「Ａ船押船列」とい

う。）を構成し、荒天避難の目的で、岡田港の旅客船発着所岸壁の北

側岸壁（以下「本件岸壁」という。）において左舷着けとしていたと

ころ、大型客船の着岸の妨げになるので一旦岸壁から離れるよう要請

を受けた。 

船長は、風力６の北北東風が吹く状況下、離岸して大型客船の着岸

を待つこととし、沖よりも港内の方が風が弱いと思い、岡田港の港奥

部に向かい、船首を南東方に向けた状態で漂泊を開始した。 

Ａ船押船列は、大型客船が着岸後、本件岸壁に右舷着けとする目的

で、機関を後進として北西進したところ、船尾方から入航する高速船

を認めたので、同船が通過するのを待って左旋回しながら反転中、北

北東風により南南西方の浅所に向けて圧流され、左舷錨を投下したも

のの、浅所に乗り揚げた。 

分析 Ａ船押船列は、風力６の北北東風が吹く状況下、本件岸壁から離岸



 

するよう要請された際、沖よりも風が弱いと思い、反転する海域が狭

い岡田港の港奥部に向かったことから、本件岸壁に向けて反転中に南

南西方に圧流され、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船押船列が、風力６の北北東風が吹く状況下、本件岸

壁から離岸するよう要請された際、沖よりも風が弱いと思い、反転す

る海域が狭い岡田港の港奥部に向かったため、本件岸壁に向けて反転

中に南南西方に圧流され、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・強い風が吹く状況下、港内で反転する場合、十分に広い海域で行

うこと。 


